
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住 所 医 療 機 関 名 電 話 番 号 

加茂市 いからし小児科アレルギークリニック ５３－２２５０ 

加茂市 監物小児科医院 ５２－０８００ 

加茂市 徳友医院 ５３－０１６７ 

田上町 田上診療所 ５７－５０１５ 

田上町 星野内科医院 ４１－４１４１    

   

   

お問い合わせ先 

〒959-1326 

加茂市青海町 1 丁目１１-３ 

加茂・田上病児保育園  

℡０２５６-４７-０７０５ 

加茂 田上病児保育園 

 利用のしおり 

 

 

 
 

take care 
 

It’s Cozy  It’s peaceful  

 
Let’s play 

together 

医師連絡票を発行していただける医療機関 

 

〇かかりつけ医が上記以外の場合は病児保育園までお問い合わせください。 

〇「利用のしおり」「利用申込書」は当施設のほか上記の医療機関、加茂市内・

田上町内の保育施設および小学校、加茂市役所、田上町役場にあります。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 そのほか必要なもの 

・母子健康手帳 

・健康保険証 

・医療費受給者証 

利用のごあんない 

まずは病児保育園に連絡 

℡０２５６-４７-０７０５ 

 

 

○受診前に（診察前）病児保育園までご連絡をお願いします。その際にお子様の

名前、年齢、所属園（校）をお知らせください。 

〇お子さんの症状や新型コロナウイルス感染症に関する問診があります。新型コ

ロナウイルス陽性者、濃厚接触者等の場合は利用できません。また、症状や行

動歴によっては利用できない場合があります。 

 

○医療機関の窓口で「病児保育園を利用したい」とお申し出ください。 

 

 

 

 

受診 

 

病児保育園に連絡 

 

〇診察の結果を病児保育園までお知らせください。 

〇予約の方には入室（利用）についてご案内いたします。 

 

医療機関の窓口で「加茂・田上病児保育園を利用したい」とお申し出ください。 

 

○医療機関の窓口で「病児保育園を利用したい」とお申し出ください。 

 

 

 

 

お預かりするお子様の健康に関する状況を把握し、予約や利用当日

の受付をスムーズにするため事前に登録をお願いしています。「利

用申込書」を記入・押印し、病児保育園もしくは所属園（校）に提出

してください。健康なときに手続きをすませておくと安心です。 

保育園や幼稚園の入園前の登録がおすすめ！ 

利用 

 

利用の流れ 
 

持ちものをそろえておいでください。 

〇保育士は担当制 

・嘱託医および看護師と連携し、病気回復に向け一人一人に合わ

せた保育看護を行っています。 

〇徹底した感染症対策を実施 

・厚生労働省「保育所における感染症対策ガイドライン」に沿っ

てお部屋・玩具・共用部すべてにおいて消毒をしています。 

・入・退室時は他の利用者と接触がないよう完全予約制です。 

・職員はマスクの着用・手洗いを徹底し、検温および健康観察を

行い自己管理に努めています。 

安心 

・食事用エプロン 

・ミルク 

・哺乳瓶 

・ストロー付きマグカップ 

・おむつ 

・おしりふき 

 

・医師連絡票 

・当日受付票 

・家庭との連絡票 

・昼食 

・おやつ 

・飲み物 

・箸、フォーク、スプーン 

・コップ 

 

1 日 1,000 円 5 時間未満 500 円 
〇入室時、窓口でお支払いください。 

 

開設時間 8：30～18：00  
○予約順に受付 ○入・退室は完全予約制 

 

 入院するほどではなく、病気やケガのため安静が必要で、集団や
家庭での保育がむずかしい満 1 歳～小学 6 年生までのお子さん 

 

時間 

対象 

持ちもの 

必要に応じて持ってくるもの 
 

 

料金 

提出書類 

 

食事・おやつ 

 

そのほか必要なもの 

・フェイスタオル 2～3 枚・着替え（下着を含む） 

・ビニール袋 3 枚 

 

 くすり 

・処方薬※座薬や軟膏を含む 

・薬の説明書 

〇免除される方：生活保護受給世帯、市（町）民税非課税世帯 

 


